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令和４年４月から、
不妊治療（一般不妊治療）（生殖補助医療）が
保険適用されています
〇保険適用となる治療内容について
・ 国の審議会（中央社会保険医療協議会）で審議された結果、関係学会のガイドラインなどで有効性・
安全性が確認された一般不妊治療（人工授精など）・生殖補助医療（体外受精および顕微授精）につい
ては、令和４年４月より保険適用されています。

〇年齢・回数の要件について
・年齢制限 治療開始時において女性の年齢が43歳未満（※1）であること
 ※１  令和４年４月２日から令和４年９月30日に43歳の誕生日を迎える方については、43歳に

なってからでも令和４年４月２日から令和４年９月30日までの期間中に治療を開始した場
合、１回の治療（採卵～胚移植までの一連の治療）に限り保険診療を受けることが可能です。

・回数制限 40歳未満（※２） ⇒ 通算6回まで（１子ごとに）
　　　　　　40歳以上43歳未満 ⇒ 通算3回まで（１子ごとに）
　 ※２  令和４年４月２日から令和４年９月30日に40歳の誕生日を迎える方については、40歳に

なってからでも令和４年４月２日から令和４年９月30日までの期間中に治療を開始した場合
は、回数制限の上限は通算６回となります。

　 ※３  回数制限については、保険適用となる以前の治療実績や助成金の利用実績は含まれません。

〇窓口での負担額・高額療養費について
・ 窓口での負担額は保険診療分の治療費の３割です。治療費が高額となる場合の月額上限（高額療養
費制度）もあります。
　高額療養費制度の手続き方法や上限額については、ご加入の医療保険者にご確認ください。

不妊症・不育症に関する相談窓口
滋賀県不妊専門相談センター（滋賀医科大学医学部附属病院内）
【電話相談】 専門相談員（助産師など）の相談が受けられます。
 月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）９時～16時　専用電話 ☎077-548-9083
【面接相談】 専門医師の相談が受けられます。電話・メールでの予約が必要です。
 日程は、電話で相談できます。
【メール相談】 「滋賀県不妊専門相談センターメール相談」で検索ください。
 http://www.sumsog.jp/consulting-a-doctor/advice-for-sterility

◆問い合わせ先　福祉保健課　保健担当　☎ 0748-52-6574

一般不妊治療 タイミング法 人工授精

採卵
採精

体外受精
顕微授精

受精卵・
胚培養 胚移植生殖補助治療 胚凍結保存
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令和４年４月から、
不妊治療（一般不妊治療）（生殖補助医療）が
保険適用されています
〇保険適用となる治療内容について
・ 国の審議会（中央社会保険医療協議会）で審議された結果、関係学会のガイドラインなどで有効性・
安全性が確認された一般不妊治療（人工授精など）・生殖補助医療（体外受精および顕微授精）につい
ては、令和４年４月より保険適用されています。

〇年齢・回数の要件について
・年齢制限 治療開始時において女性の年齢が43歳未満（※1）であること
 ※１  令和４年４月２日から令和４年９月30日に43歳の誕生日を迎える方については、43歳に

なってからでも令和４年４月２日から令和４年９月30日までの期間中に治療を開始した場
合、１回の治療（採卵～胚移植までの一連の治療）に限り保険診療を受けることが可能です。

・回数制限 40歳未満（※２） ⇒ 通算6回まで（１子ごとに）
　　　　　　40歳以上43歳未満 ⇒ 通算3回まで（１子ごとに）
　 ※２  令和４年４月２日から令和４年９月30日に40歳の誕生日を迎える方については、40歳に

なってからでも令和４年４月２日から令和４年９月30日までの期間中に治療を開始した場合
は、回数制限の上限は通算６回となります。

　 ※３  回数制限については、保険適用となる以前の治療実績や助成金の利用実績は含まれません。

〇窓口での負担額・高額療養費について
・ 窓口での負担額は保険診療分の治療費の３割です。治療費が高額となる場合の月額上限（高額療養
費制度）もあります。
　高額療養費制度の手続き方法や上限額については、ご加入の医療保険者にご確認ください。

不妊症・不育症に関する相談窓口
滋賀県不妊専門相談センター（滋賀医科大学医学部附属病院内）
【電話相談】 専門相談員（助産師など）の相談が受けられます。
 月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）９時～16時　専用電話 ☎077-548-9083
【面接相談】 専門医師の相談が受けられます。電話・メールでの予約が必要です。
 日程は、電話で相談できます。
【メール相談】 「滋賀県不妊専門相談センターメール相談」で検索ください。
 http://www.sumsog.jp/consulting-a-doctor/advice-for-sterility

◆問い合わせ先　福祉保健課　保健担当　☎ 0748-52-6574
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